
図１ リスク評価（２段階評価）のスキーム

初期リスク評価 詳細リスク評価

有害物ばく露作業報告 有害性情報の収集

有害性評価書の作成
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ばく露評価

有害性評価

一次評価値、二次評価値決定

リスクの判定
※ばく露レベルと
ばく露限界の比較

二次評価値を超える
ばく露レベル

二次評価値以下の
ばく露レベル

リスクは低い
（自主的なリスク管理の推進）

※一次評価値を超える場合は、
必要に応じより具体的な措置
を検討

ばく露実態調査の追加実施有害性情報の追加収集

（注）TWA等とCeiling等のいずれか一方でもばく露レベルが二次評価
値を超えていればリスクが高いと評価
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（注）経皮吸収勧告のある物質は、経気道ばく露に加え、経皮ばく露
についてもリスク評価を行うが、初期リスク評価で経皮ばく露に係
る評価が困難な場合は、詳細リスク評価において評価を実施
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要因
解析

当該事業場の問題を明確化
し、指導・監督に活用

リスクの高い作業について
リスク低減措置を検討

特定事業場
の問題

工程に
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（注）経皮吸収勧告のある物質について、経皮ばく露に係る評価が
困難な場合は、経気道ばく露に係る評価について、中間報告として
とりまとめを実施
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有害性評価の再検討 追加調査結果の検討



（参考）現在のばく露評価ガイドラインにおける記述 資料２－３


